
 

給水装置工事に伴う道路掘削跡路面復旧工事履行誓約書 

 年 月 日 

 
横浜市水道事業管理者  

給水装置工事申込者

住所 

氏名  

電話番号 （ ） 
 

指定給水装置工事事業者

指定番号 

住所 

事業者名 

代表者  

主任技術者 

電話 （ ） 

 
横浜市 区 町 丁目 番 号 

（ 年 区第 号）で申込みました給水装置工事に伴う道 

路掘削跡路面復旧工事の履行に関し、次のとおり誓約いたします。 

 
誓約事項 

１ 道路掘削跡路面復旧工事に係る費用は全額給水装置工事申込者の費用負担で施工するこ

と。 

２ 道路掘削跡路面復旧工事は、他事業者又は他企業工事で施工する場合においても、完了

するまで当該指定給水装置工事事業者が責任をもって適正な履行を確保すること。 

３  仮復旧時や道路掘削跡路面復旧工事施工中に第三者へ損害又は問題等が生じた場合は、 

申込者及び当該指定給水装置工事事業者の責任において解決すること。 

４ 道路掘削跡路面復旧工事の施工予定日を変更する場合は、水道局と協議し指示を受ける

こと。 

５ 道路掘削跡路面復旧工事後に、道路管理者又は水道局から手直し等の指示があった場合

はその指示に従うこと。 

６ 水道工事において道路掘削跡路面復旧工事を施工する場合は、しゅん工後速やかに水道

局へ工事施工状況が確認できる写真を添えて「給水装置工事に伴う道路掘削跡路面復

旧工事しゅん工届」を提出すること。 

７ 道路掘削跡路面復旧工事完了後１か年間（Ｂ交通以上の舗装の場合は２か年間）に生じ

た工事目的物の瑕疵の補修、瑕疵によって生じた一切の損害等に対して賠償責任を負

うこと。 


